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議案第１４号の参考資料

熊谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

（第１条関係）

熊谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例（平成１７年条例第４５号）  

（下線部分は改正部分） 
改 正 案

（報酬）

第２条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表のとおりとする。

２ （略）

（費用弁償）

第３条 （略）

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内

容については、規則の定めるところによる。

３ 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合

の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の

経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

 （外国旅行）

第４条 委員が公務のため外国へ旅行したときの旅費は、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関

する法律（昭和２５年法律第１１４号）の例による。この場合において、相当職は、国家公務員等の旅費に関す

る法律施行令（令和６年政令第３０６号）第１条第２項第２号に規定する指定職職員等とする。

第５条 （略）

（委任）

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表（第２条関係）

（略）
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現 行

（報酬）

第２条 特別職の職員に支給する報酬の額は、別表第１のとおりとする。

２ （略）

（費用弁償）

第３条 （略）

２ 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

３ 鉄道賃、船賃及び航空賃は、一般職職員の例による。

４ 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、別表第２のとおりとし、支給については、一般職職員の例による。

 （外国旅行）

第４条 委員が公務のため外国へ旅行したときの旅費は、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関

する法律（昭和２５年法律第１１４号）中の指定職の職務にある者の例による。

第５条 （略）

別表第１（第２条関係）

別表第２（第３条関係）

（略）

旅費 

車賃（１キロメー

トルにつき）

日当（１日につき） 宿泊料（１夜に

つき） 

食卓料（１夜に

つき） 

３７円 

（バス又はケーブ

ル等を利用した部

分については、そ

の実費とする。） 

県内（市内及び

隣接市町を除

く。） 

鉄道、バス又は市の自動車を使用

し、かつ、往復１００キロメート

ル未満の場合 １，１５０円

１６，５００円 ３，０００円 

上記以外の場合 ２，３００円 

県外（隣接市町を除く。） ３，０００円 

備考 隣接市町とは、県内にあっては深谷市、行田市、東松山市、鴻巣市、滑川町、嵐山町及び吉見町と、

県外にあっては太田市、大泉町及び千代田町とする。 
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（第２条関係）

熊谷市証人等の費用弁償に関する条例（平成１７年条例第４６号） 

（下線部分は改正部分） 
改 正 案

（費用弁償）

第２条 次の各号に掲げる者に対し、費用弁償を支給する。

⑴～⑾ （略）

２ 前項の費用弁償の額は、熊谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７年条

例第４５号）第１条に規定する特別職の職員の例による。ただし、日当については、１日につき３，０００円を

超えない範囲内で市長の定める額を支給する。

（第３条関係）

  熊谷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費等に関する条例

（平成１７年条例第４８号）

（下線部分は改正部分） 
改 正 案

（給料）

第４条 特別職職員の給料月額は、別表のとおりとする。

（旅費）

第６条 （略）

２ 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、これらの内

容については、規則の定めるところによる。

３ 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合

の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の

経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

（外国旅行）

第７条 特別職職員が公務のため外国へ旅行したときの旅費は、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅

費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の例による。この場合において、相当職は、国家公務員等の旅費

に関する法律施行令（令和６年政令第３０６号）第１条第２項第２号に規定する指定職職員等とする。

第８条 （略）

（委任）
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現 行

（費用弁償）

第２条 次の各号に掲げる者に対し、別表に定める費用弁償を支給する。

⑴～⑾ （略）

別表（第２条関係）

現 行

（給料）

第４条 特別職職員の給料月額は、別表第１のとおりとする。

（旅費）

第６条 （略）

２ 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

３ 鉄道賃、船賃及び航空賃は、一般職職員の例による。

４ 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は別表第２のとおりとする。

（外国旅行）

第７条 特別職職員が公務のため外国へ旅行したときの旅費は、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅

費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）中の指定職の職務にある者の例による。

第８条 （略）

費用弁償の額 

鉄道賃 車賃（１キロメートルに
つき） 

日当（１日につき） 宿泊料（１夜につき） 

一般職職員に支給する額
に相当する額 

３７円（バス等を利用し
た部分については、その
実費とする。） 

２，３００円 １６，５００円 
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第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表（第４条関係）

（第４条関係）

熊谷市一般職職員の旅費に関する条例（平成１７年条例第５３号） 
（下線部分は改正部分） 

改 正 案

（定義）

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴・⑵ （略）

⑶ 旅行役務提供者 旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定する旅行業者

をいう。）その他の規則で定める者（以下この号において「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提

供契約（旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを職員に提供することを約し、か

つ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条

第４項において同じ。）を締結したものをいう。

（旅費の支給）

第３条 （略）

２ （略）

３ 第１項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算

払を受けた旅費額（概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全

部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することが

できる。

４ 第１項及び第２項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金 

額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額

を旅費に相当するものとして支払うことができる。

（旅費の種類）

第５条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とする。

（略）
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別表第１（第４条関係）

別表第２（第６条関係）

現 行

（定義）

第２条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

⑴・⑵ （略）

（旅費の支給）

第３条 （略）

２ （略）

（旅費の種類）

第５条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

旅費 

車賃（１キロメー

トルにつき）

日当（１日につき） 宿泊料（１夜に

つき） 

食卓料（１夜に

つき） 

３７円 

（バス又はケーブ

ル等を利用した部

分については、そ

の実費とする。） 

県内（市内及び

隣接市町を除

く。） 

鉄道、バス又は市の自動車を使用

し、かつ、往復１００キロメート

ル未満の場合 １，１５０円

１６，５００円 ３，０００円 

上記以外の場合 ２，３００円 

県外（隣接市町を除く。） ３，０００円 

備考 隣接市町とは、県内にあっては深谷市、行田市、東松山市、鴻巣市、滑川町、嵐山町及び吉見町と、県

外にあっては太田市、大泉町及び千代田町とする。 

（略）
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２ 鉄道賃は、鉄道を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、急行料金その他の規則で定める費用の額

の合計額とする。

３ 船賃は、船舶を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃、寝台料金その他の規則で定める費用の額の

合計額とする。

４ 航空賃は、航空機を利用する移動に要する費用とし、その額は、運賃その他の規則で定める費用の額の合計額

とする。

５ その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、規則で定める費

用の額の合計額とする。

６ 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情等を勘案して規則で定める額（次項におい

て「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合

は、当該宿泊に要する費用の額とする。

７ 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第２

項から第５項までに規定する各費用の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

８ 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、規則で定める１夜当たりの

定額とする。

（旅費の計算）

第６条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとし、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した

場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通

常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

２ 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、前条第２項から第５項までに規定する各費

用について、当該各項及び前項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか

少ない額を合計した額とする。

３ 宿泊費及び包括宿泊費に係る旅費の支給額は、当該各種類について前条第６項及び第７項の規定により計算し

た額と現に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。
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２ 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

３ 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

４ 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

５ 車賃は、陸路（鉄道を除く。以下同じ。）旅行について、路程に応じ１キロメートル当たりの定額又は実費額に

より支給する。

６ 日当は、旅行中の日数に応じ１日当たりの定額により支給する。

７ 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。

８ 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ１夜当たりの定額により支給する。

（旅費の計算）

第６条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上

の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合に

は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第７条 １日の旅行において日当について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当を

支給する。

（鉄道賃）

第８条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において「運賃」という。）、急行料金及び特別車両料金

（これらのものに対する通行税を含む。）並びに座席指定料金による。

⑴ 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

⑵ 運賃の等級を２階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

⑶ 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前２号に規定する運賃のほか、急行料金

⑷ 第１号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる県外旅行をする場合には、

同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

⑸ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による県外旅行をする場合には、第１号又は第２号に規定する運

賃、第３号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

２ 前項第３号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに規定する場合に限り支給する。

⑴ 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上のもの

⑵ 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道５０キロメートル以上のもの及び公務の遂行上緊急を要す
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るもの

３ 第１項第４号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道１００キ

ロメートル以上のものに限り支給する。

４ 第１項第５号に規定する座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道１００キロメートル以上

のものに限り支給する。

（船賃）

第９条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃（以下この条において「運賃」という。）、特別船室料金（これらのもの

に対する通行税を含む。）及び座席指定料金による。

⑴ 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、旅客運賃のほか、特別船室料金及び座席指定料金

⑵ 運賃の等級を階級で区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

（航空賃）

第１０条 航空賃の額は、旅客運賃（通行税を含む。）による。ただし、出張命令権者が必要と認める場合に限り支

給する。

（車賃）

第１１条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の

車賃では実費を支弁することができない場合には、実費額による。

２ 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に１キロメートル未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。

（日当）

第１２条 日当の額は、別表の定額による。

（宿泊料）

第１３条 宿泊料の額は、別表の定額による。

２ 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむをえない事情により上陸又は

着陸して宿泊した場合に限り支給する。

（食卓料）

第１４条 食卓料の額は、別表の定額による。

２ 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。

第１５条 削除

（研修等の旅費）

第１６条 職員が研修、講習、訓練又はこれらに類する目的（以下「研修等」という。）のため市外へ旅行する場合

には、別表による。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に掲げるとおりとする。

⑴ 県外研修等の鉄道賃 県外通勤研修等でその実日数が引き続き１５日を超える場合の鉄道賃は、研修等の初

日から普通旅客運賃

⑵ 通勤研修等の日当額 通勤研修等で実日数が１５日を超える場合は、その超える日に対する日当額は、県内

１，１５０円、県外２，３００円

⑶ 宿泊研修等の日当額

ア １箇月までの場合 宿泊研修等でその期間が１箇月までの場合においては、１５日を超える日に対する日

当額は、県内１，１５０円、県外２，３００円

イ １箇月を超える場合 宿泊研修等でその期間が１箇月を超える場合においては、アによるもののほか、１
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第７条～第９条 （略）

（旅費の返納）

第１０条 出張命令権者は、職員又は旅行役務提供者がこの条例に基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受け

た場合には、当該旅費を返納させなければならない。

２ 職員がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、出張命令権者は、前項

に規定する返納に代えて、出張命令権者がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額

から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

３ 前項に規定する給与の種類は、市長が別に定める。

第１１条 （略）
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箇月を超える日に対する日当額は、県内１，１５０円、県外１，３００円 

⑷ 宿泊研修等の宿泊料 宿泊研修等の場合の宿泊料は、別表の金額の範囲内で実費  

第１７条～第１９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第２０条 （略） 

別表（第１１条―第１４条、第１６条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅費 

車賃 日当 宿泊料 食卓料 

３７円 

（バス又はケーブ

ル等を利用した部

分については、そ

の実費とする。） 

県内 

（市内及び隣

接 市 町 を 除

く。） 

鉄道、バス又は市の自動車を使用

し、かつ、往復１００キロメート

ル未満の場合 １，１５０円 

１４，０００円 ３，０００円 

上記以外の場合 ２，３００円 

 県外（隣接市町を除く。） ３，０００円   

備考 隣接市町とは、県内にあっては深谷市、行田市、東松山市、鴻巣市、滑川町、嵐山町及び吉見町と、

県外にあっては太田市、大泉町及び千代田町とする。 
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議案第１５号の参考資料

熊谷市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案新

旧対照表

熊谷市一般職職員の給与に関する条例（平成１７年条例第５１号） 

（下線部分は改正部分）

改 正 案

（地域手当）

第８条の２ （略）

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、１００分の４を乗じて得た額とする。 

（通勤手当）

第９条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

⑴ （略）

⑵ 通勤のため自動車その他の交通の用具で、規則で定めるもの（以下「自動車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び

次号に掲げる職員を除く。）

⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員（交

通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるものを除く。）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第１号及び第３号に掲げる職員にあっては月の１日

からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）、第２号に掲げ

る職員にあっては月の１日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

⑴ （略）

⑵ 前項第２号に掲げる職員 支給対象期間につき、６６，４００円を超えない範囲内で自動車等の使用距離の

区分に応じて規則で定める額（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、１か月当たり

の通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額

を減じた額）
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現   行 
（地域手当） 

第８条の２ （略） 

２ 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、１００分の３を乗じて得た額とする。 

（通勤手当） 

第９条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 

⑴ （略） 

⑵ 通勤のため自転車その他の交通の用具で、規則で定めるもの（以下「自転車等」という。）を使用することを

常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び

次号に掲げる職員を除く。） 

⑶ 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員（交

通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が

片道２キロメートル未満であるものを除く。） 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第１号及び第３号に掲げる職員にあっては月の１日

からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）、第２号に掲げ

る職員にあっては月の１日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。 

⑴ （略） 

⑵ 前項第２号に掲げる職員 次の表に掲げる額（定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のう

ち、１か月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割

合を乗じて得た額を減じた額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通勤距離 

２ キ

ロ メ

ー ト

ル 未

満 

２ キ

ロ メ

ー ト

ル 以

上 ６

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

６ キ

ロ メ

ー ト

ル 以

上１０

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

１ ０

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

１ ４

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

１ ４

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

１ ８

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

１ ８

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

２ ２

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

２ ２

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

２ ６

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

２ ６

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

３ ０

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

３ ０

キ ロ

メ ー

ト ル

以 上

３ ４

キ ロ

メ ー

ト ル

未 満  

３ ４

キ ロ

メ ー

ト ル

以上 
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⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に

応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第１号に掲

げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設（その所在地及び利用形態が規則で定

める要件を満たすものに限る。第１号において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担することを常例

とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

⑴ 駐車場等に係る通勤手当 支給対象期間につき、５，０００円を超えない範囲内で１か月当たりの駐車場等

の料金に相当する額として規則で定める額

⑵ 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

４ 運賃等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合においては、その合計

額）、第２項第２号に定める額をその支給対象期間の月数で除して得た額及び前項第１号に定める額の合計額が

１５万円を超える職員の通勤手当の額は、前３項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間

のうち最も長い支給対象期間につき、１５万円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。

５ 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。
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⑶ 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するもの

とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に

応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額、第１号に掲

げる額又は前号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額 

 

 

 

 

 

 

 

３ 運賃等相当額をその支給対象期間の月数で除して得た額（交通機関等が２以上ある場合においては、その合計

額）及び前項第２号に定める額をその支給対象期間の月数で除して得た額の合計額が１５万円を超える職員の通

勤手当の額は、前２項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給対象期間のうち最も長い支給対象期

間につき、１５万円に当該支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。 

４ 前３項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項

は、規則で定める。 

 

額 

使用する

自転車等

が自転車

の場合 

１， 

２００

円 

３，

１００

円 

４，

０００

円 

６，

０００

円 

７，

１００

円 

７，

１００

円 

７，

１００

円 

７，

１００

円 

７，

１００

円 

７，

１００

円 

使用する

自転車等

が原動機

付の場合 

１， 

２００

円 

４，

０００

円 

５，

２００

円 

８，

１００

円 

１１， 

１００

円 

１３，

７００

円 

１６，

８００

円 

１９，

９００

円 

２３，

０００

円 

２６，

１００

円 
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議 案 第 １ ６ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 手 数 料 徴 収 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ６ ６ 号 ）  

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 務 の 種 類 手 数 料 の 額

５ ５

の ９

要 除 却 等 認 定 マ

ン シ ョ ン に 係 る

マ ン シ ョ ン の 建

替 え に よ り 新 た

に 建 築 さ れ る マ

ン シ ョ ン 又 は 要

除 却 等 認 定 マ ン

シ ョ ン に 係 る マ

ン シ ョ ン の 更 新

がされるマンショ

ン の 容 積 率 又 は

各 部 分 の 高 さ に

関 す る 特 例 許 可

（ マ ン シ ョ ン の

再 生 等 の 円 滑 化

に 関 す る 法 律（ 平

成 １ ４ 年 法 律 第

７ ８ 号 ）第 １ ６ ３

条 の ５ ９ 第 １ 項

の 規 定 に よ る も

の を い う 。）の 申

請 に 対 す る 審 査  

（略）  

備 考 （ 略 ）

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

事 務 の 種 類 手 数 料 の 額

５ ５

の ９

要 除 却 認 定 マ ン

シ ョ ン の 建 替 え

に よ り 新 た に 建

築されるマンショ

ン の 容 積 率 の 特

例許可（マンショ

ン の 建 替 え 等 の

円 滑 化 に 関 す る

法 律（ 平 成 １４年

法律第７８号 ）第

１ ０ ５ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る も

の を い う 。）の 申

請 に 対 す る 審 査  

（略）  

備 考 （ 略 ）
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議 案 第 １ ７ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 公 民 館 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 公 民 館 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 １ ０ ３ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）

名 称 位 置

〃 箱 田 公 民 館 〃 仲 町 １ ９

番 地

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）

名 称 位 置

〃 箱 田 公 民 館

〃 宮 町 公 民 館

〃 仲 町 １ ９

番 地

〃 仲 町 １ ９

番 地
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議 案 第 １ ８ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 星 渓 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 星 渓 園 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 １ １ ２ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

 第 ２ 条 （ 略 ）

（ 休 園 日 ）

第 ３ 条  星 渓 園 の 休 園 日 は 、 次 の と お り

と す る 。 た だ し 、 市 長 は 、 こ れ を 変 更

し 、又 は 臨 時 に 休 園 す る こ と が で き る 。 

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

（ 入 園 の 制 限 ）

第 ４ 条  市 長 は 、 正 当 な 理 由 が な く 星 渓

園 へ の 入 園 を 拒 み 、 又 は 星 渓 園 か ら の

退 去 を 命 じ て は な ら な い 。

２  市 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当

す る 者 に 対 し て は 、 星 渓 園 へ の 入 園 を

拒 み 、 又 は 星 渓 園 か ら の 退 去 を 命 ず る

こ と が で き る 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

（ 利 用 の 許 可 ）

第 ５ 条  施 設 利 用 者 は 、 市 長 の 許 可 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 当 該 許 可 に 係 る

事 項 を 変 更 す る と き も 、 同 様 と す る 。

２  市 長 は 、 前 項 の 許 可 を す る 場 合 に お

い て 、 必 要 が あ る と き は 、 条 件 を 付 す

る こ と が で き る 。

第 ６ 条  （ 略 ）

第 ７ 条  （ 略 ）

（ 販 売 行 為 等 の 禁 止 ）

第 ８ 条  星 渓 園 に お い て 、 物 品 の 販 売 そ

の 他 こ れ に 類 す る 行 為 （ 別 表 に お い て

「 販 売 行 為 等 」と い う 。）を し て は な ら

第 ２ 条 （ 略 ）

（ 管 理 ）

第 ３ 条 星 渓 園 は 、熊 谷 市 教 育 委 員 会（ 以

下「 教 育 委 員 会 」と い う 。）が 管 理 す る 。 

（ 休 園 日 ）

第 ４ 条 星 渓 園 の 休 園 日 は 、 次 の と お り

と す る 。た だ し 、教 育 委 員 会 は 、こ れ を

変 更 し 、 又 は 臨 時 に 休 園 す る こ と が で

き る 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

（ 入 園 の 制 限 ）

第 ５ 条  教 育 委 員 会 は 、 正 当 な 理 由 が な

く 星 渓 園 へ の 入 園 を 拒 み 、 又 は 星 渓 園

か ら の 退 去 を 命 じ て は な ら な い 。

２  教 育 委 員 会 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 者 に 対 し て は 、 星 渓 園 へ の

入 園 を 拒 み 、 又 は 星 渓 園 か ら の 退 去 を

命 ず る こ と が で き る 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

（ 利 用 の 許 可 ）

第 ６ 条  施 設 利 用 者 は 、 教 育 委 員 会 の 許

可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 当 該 許 可

に 係 る 事 項 を 変 更 す る と き も 、 同 様 と

す る 。

２  教 育 委 員 会 は 、 前 項 の 許 可 を す る 場

合 に お い て 、 必 要 が あ る と き は 、 条 件

を 付 す る こ と が で き る 。

第 ７ 条  （ 略 ）

（ 使 用 料 の 減 免 ）

第 ８ 条  市 長 は 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め

た と き は 、 使 用 料 を 減 額 し 、 又 は 免 除

す る こ と が で き る 。

第 ９ 条  （ 略 ）

（ 販 売 行 為 等 の 禁 止 ）

第 １ ０ 条  星 渓 園 に お い て 、 物 品 の 販 売

そ の 他 こ れ に 類 す る 行 為 （ 別 表 に お い

て「 販 売 行 為 等 」と い う 。）を し て は な
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改 正 案 現 行

な い 。 た だ し 、 市 長 の 許 可 を 受 け た と

き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 利 用 の 条 件 の 変 更 、 停 止 及 び 許 可 の

取 消 し ）

第 ９ 条  市 長 は 、 施 設 利 用 者 が 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る と き 、 又 は 星 渓

園 の 管 理 上 特 に 必 要 が あ る と き は 、 当

該 許 可 に 係 る 利 用 の 条 件 を 変 更 し 、 若

し く は 利 用 を 停 止 し 、 又 は 当 該 許 可 を

取 り 消 す こ と が で き る 。

⑴ ～ ⑶  （ 略 ）

２ （ 略 ）

第 １ ０ 条 ～ 第 １ ２ 条  （ 略 ）

別 表 （ 第 ２ 条 、 第 ６ 条 関 係 ）

ら な い 。 た だ し 、 教 育 委 員 会 の 許 可 を

受 け た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

（ 利 用 の 条 件 の 変 更 、 停 止 及 び 許 可 の

取 消 し ）

第 １ １ 条  教 育 委 員 会 は 、 施 設 利 用 者 が

次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き 、

又 は 星 渓 園 の 管 理 上 特 に 必 要 が あ る と

き は 、 当 該 許 可 に 係 る 利 用 の 条 件 を 変

更 し 、 若 し く は 利 用 を 停 止 し 、 又 は 当

該 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。

⑴ ～ ⑶  （ 略 ）

２ （ 略 ）

第 １ ２ 条 ～ 第 １ ４ 条  （ 略 ）

別 表 （ 第 ２ 条 、 第 ７ 条 関 係 ）

（ 略 ） （ 略 ）
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議 案 第 １ ９ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 児 童 福 祉 審 議 会 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 児 童 福 祉 審 議 会 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 １ ３ ４ 号 ）  

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 庶 務 ）

第 １ １ 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 こ ど も 健 康

部 こ ど も 政 策 課 に お い て 所 掌 す る 。

（ 庶 務 ）

第 １ １ 条 審 議 会 の 庶 務 は 、 こ ど も 課 に

お い て 所 掌 す る 。
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議 案 第 ２ ０ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 こ ど も 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る

条 例 案 新 旧 対 照 表

（ 第 １ 条 関 係 ）

熊 谷 市 こ ど も 医 療 費 の 助 成 に 関 す る 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第

１ ４ ０ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 第 ２ 条 関 係 ）

熊 谷 市 ひ と り 親 家 庭 等 医 療 費 の 支 給 に 関 す る 条 例（ 平 成 １ ７ 年

条 例 第 １ ４ １ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 第 ３ 条 関 係 ）

（ 受 給 者 の 登 録 ）

第 ６ 条 （ 略 ）

２ （ 略 ）  

３ 受 給 者 は 、 対 象 と な る こ ど も が 保 険

医 療 機 関 等 に お い て 医 療 を 受 け よ う と

す る 場 合 は 、 当 該 保 険 医 療 機 関 等 に 、

国 民 健 康 保 険 法 又 は 社 会 保 険 各 法 に 規

定 す る 電 子 資 格 確 認 等 に よ り 対 象 と な

る こ ど も で あ る こ と の 確 認 を 受 け る と

と も に 、 受 給 者 証 を 提 示 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 受 給 者 の 登 録 等 ）

第 ６ 条 （ 略 ）

２ （ 略 ）  

３ 受 給 者 は 、 対 象 と な る こ ど も が 保 険

医 療 機 関 等 に お い て 医 療 を 受 け よ う と

す る 場 合 は 、 当 該 保 険 医 療 機 関 等 に 、

国 民 健 康 保 険 法 又 は 社 会 保 険 各 法 に 規

定 す る 電 子 資 格 確 認 等 （ 以 下 こ の 項 に

お い て「 電 子 資 格 確 認 等 」と い う 。）に

よ り 対 象 と な る こ ど も で あ る こ と の 確

認 を 受 け る と と も に 、 受 給 者 証 の 提 示

又 は 受 給 者 に 係 る 電 子 資 格 確 認 等 の 送

信 を し な け れ ば な ら な い 。

（ 受 給 者 証 の 提 示 ）  

第 ５ 条 の ２  受 給 者 証 の 交 付 を 受 け て い

る 者 （ 以 下 「 受 給 者 」 と い う 。） は 、 医

療 機 関 等 に お い て 医 療 を 受 け よ う と す

る 場 合 は 、 当 該 医 療 機 関 等 に 、 医 療 保

険 各 法 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 等 に よ

り 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 、

組 合 員 、 加 入 者 又 は 被 扶 養 者 で あ る こ

と の 確 認 を 受 け る と と も に 、 受 給 者 証

を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 受 給 者 証 の 提 示 等 ）  

第 ５ 条 の ２  受 給 者 証 の 交 付 を 受 け て い

る 者 （ 以 下 「 受 給 者 」 と い う 。） は 、 医

療 機 関 等 に お い て 医 療 を 受 け よ う と す

る 場 合 は 、 当 該 医 療 機 関 等 に 、 医 療 保

険 各 法 に 規 定 す る 電 子 資 格 確 認 等 （ 以

下 こ の 条 に お い て 「 電 子 資 格 確 認 等 」

と い う 。）に よ り 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 被 保 険 者 、 組 合 員 、 加 入 者 又 は 被 扶

養 者 で あ る こ と の 確 認 を 受 け る と と も

に 、 受 給 者 証 の 提 示 又 は 受 給 者 に 係 る

電 子 資 格 確 認 等 の 送 信 を し な け れ ば な

ら な い 。  
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熊 谷 市 重 度 心 身 障 害 者 医 療 費 支 給 に 関 す る 条 例（ 平 成 １ ７ 年 条

例 第 １ ５ ７ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

 （ 受 給 者 証 の 提 示 ）  

第 ７ 条  受 給 者 は 、 医 療 機 関 等 に お い て

医 療 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 当 該 医

療 機 関 等 に 、 医 療 保 険 各 法 に 規 定 す る

電 子 資 格 確 認 等 に よ り 被 保 険 者 等 又 は

第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 被 扶 養 者 で あ

る こ と の 確 認 を 受 け る と と も に 、 受 給

者 証 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 受 給 者 証 の 提 示 等 ）  

第 ７ 条  受 給 者 は 、 医 療 機 関 等 に お い て

医 療 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 当 該 医

療 機 関 等 に 、 医 療 保 険 各 法 に 規 定 す る

電 子 資 格 確 認 等 （ 以 下 こ の 条 に お い て

「 電 子 資 格 確 認 等 」と い う 。）に よ り 被

保 険 者 等 又 は 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

被 扶 養 者 で あ る こ と の 確 認 を 受 け る と

と も に 、 受 給 者 証 の 提 示 又 は 受 給 者 に

係 る 電 子 資 格 確 認 等 の 送 信 を し な け れ

ば な ら な い 。  
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議 案 第 ２ １ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 建 築 物 駐 車 施 設 附 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対

照 表

熊 谷 市 建 築 物 駐 車 施 設 附 置 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ２ ２ ０ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 建 築 物 の 新 築 の 場 合 の 駐 車 施 設 の 附

置 ）

第 ３ 条  駐 車 場 整 備 地 区 内 に お い て 、 特

定 用 途 （ 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 用 途 を い う 。以 下 同 じ 。）に 供 す る

部 分（ 以 下「 特 定 部 分 」と い う 。）の 延

べ 面 積 と 非 特 定 用 途 （ 特 定 用 途 以 外 の

用 途 を い う 。以 下 同 じ 。）に 供 す る 部 分

の 延 べ 面 積 に ０ ． ５ を 乗 じ て 得 た も の

と の 合 計 が １ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を

超 え る 延 べ 面 積 の 建 築 物 を 新 築 し よ う

と す る 者 は 、 別 表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る

延 べ 面 積 を そ れ ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る 面 積

で 除 し て 得 た 数 値 を 合 計 し た 数 値 （ 小

数 点 以 下 の 端 数 が あ る と き は 、 こ れ を

切 り 上 げ る も の と す る 。）の 台 数 以 上 の

規 模 を 有 す る 駐 車 施 設 を 当 該 建 築 物 又

は 当 該 建 築 物 の 敷 地 内 に 附 置 し な け れ

ば な ら な い 。

２ ・ ３  （ 略 ）

（ 適 用 除 外 ）

第 ９ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

建 築 物 を 新 築 し 、 増 築 し 、 又 は 当 該 建

築 物 の 用 途 の 変 更 を し よ う と す る 者 に

つ い て は 、 第 ３ 条 か ら 第 ５ 条 ま で の 規

定 は 、 適 用 し な い 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

⑶ 共 同 住 宅 、 長 屋 住 宅 、 寄 宿 舎 、 下

宿 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の

⑷ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第 １ 条 に 規 定 す る 学 校 （ 大 学 及 び 高

等 専 門 学 校 を 除 く 。）

⑸ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

１ ６ ４ 号 ） 第 ７ 条 に 規 定 す る 児 童 福

祉 施 設

（ 建 築 物 の 新 築 の 場 合 の 駐 車 施 設 の 附

置 ）

第 ３ 条  駐 車 場 整 備 地 区 内 に お い て 、 特

定 用 途 （ 法 第 ２ ０ 条 第 １ 項 に 規 定 す る

特 定 用 途 を い う 。以 下 同 じ 。）に 供 す る

部 分（ 以 下「 特 定 部 分 」と い う 。）の 延

べ 面 積 と 非 特 定 用 途 （ 特 定 用 途 以 外 の

用 途 を い い 、 規 則 で 定 め る 建 築 物 を 除

く 。以 下 同 じ 。）に 供 す る 部 分（ 以 下「 非

特 定 部 分 」 と い う 。） の 延 べ 面 積 に

０ ．５ を 乗 じ て 得 た も の と の 合 計 が １ ，

０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル を 超 え る 延 べ 面 積

の 建 築 物 を 新 築 し よ う と す る 者 は 、 別

表 第 ２ の 左 欄 に 掲 げ る 延 べ 面 積 を そ れ

ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る 面 積 で 除 し て 得 た 数

値 を 合 計 し た 数 値 （ 小 数 点 以 下 の 端 数

が あ る と き は 、 こ れ を 切 り 上 げ る も の

と す る 。）の 台 数 以 上 の 規 模 を 有 す る 駐

車 施 設 を 当 該 建 築 物 又 は 当 該 建 築 物 の

敷 地 内 に 附 置 し な け れ ば な ら な い 。

２ ・ ３  （ 略 ）

（ 適 用 除 外 ）

第 ９ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る

建 築 物 を 新 築 し 、 増 築 し 、 又 は 当 該 建

築 物 の 用 途 の 変 更 を し よ う と す る 者 に

つ い て は 、 第 ３ 条 か ら 第 ５ 条 ま で の 規

定 は 、 適 用 し な い 。

⑴ ・ ⑵  （ 略 ）

⑶ 建 築 物 が 非 特 定 部 分 で あ り 、か つ 、

市 長 が 特 に 駐 車 施 設 を 必 要 と し な い

と 認 め る 建 築 物
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議 案 第 ２ ２ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 企 業 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例（ 平 成 １ ７

年 条 例 第 ２ ２ ４ 号 ）

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 通 勤 手 当 ）

第 ６ 条 通 勤 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に

対 し て 支 給 す る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 通 勤 の た め 自 転 車 そ の 他 の 交 通 の

用 具 で 市 長 が 定 め る も の （ 以 下 「 自

転 車 等 」と い う 。）を 使 用 す る こ と を

常 例 と す る 職 員 （ 自 転 車 等 を 使 用 し

な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難

で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ て 自 転

車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤

す る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片

道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る も の 及

び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。）

⑶ 通 勤 の た め 交 通 機 関 等 を 利 用 し て

そ の 運 賃 等 を 負 担 し 、 か つ 、 自 転 車

等 を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員

（ 交 通 機 関 等 を 利 用 し 、 又 は 自 転 車

等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が

著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で

あ っ て 、 交 通 機 関 等 を 利 用 せ ず 、 か

つ 、 自 転 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に

よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通 勤

距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の を 除 く 。）

（ 通 勤 手 当 ）

第 ６ 条 通 勤 手 当 は 、 次 に 掲 げ る 職 員 に

対 し て 支 給 す る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 通 勤 の た め 自 動 車 そ の 他 の 交 通 の

用 具 で 市 長 が 定 め る も の （ 以 下 「 自

動 車 等 」と い う 。）を 使 用 す る こ と を

常 例 と す る 職 員 （ 自 動 車 等 を 使 用 し

な け れ ば 通 勤 す る こ と が 著 し く 困 難

で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で あ っ て 自 動

車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に よ り 通 勤

す る も の と し た 場 合 の 通 勤 距 離 が 片

道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ る も の 及

び 次 号 に 掲 げ る 職 員 を 除 く 。）

⑶ 通 勤 の た め 交 通 機 関 等 を 利 用 し て

そ の 運 賃 等 を 負 担 し 、 か つ 、 自 動 車

等 を 使 用 す る こ と を 常 例 と す る 職 員

（ 交 通 機 関 等 を 利 用 し 、 又 は 自 動 車

等 を 使 用 し な け れ ば 通 勤 す る こ と が

著 し く 困 難 で あ る 職 員 以 外 の 職 員 で

あ っ て 、 交 通 機 関 等 を 利 用 せ ず 、 か

つ 、 自 動 車 等 を 使 用 し な い で 徒 歩 に

よ り 通 勤 す る も の と し た 場 合 の 通 勤

距 離 が 片 道 ２ キ ロ メ ー ト ル 未 満 で あ

る も の を 除 く 。）

⑷ 前 ２ 号 に 掲 げ る 職 員 で 、 自 動 車 等

の 駐 車 の た め の 施 設 （ そ の 所 在 地 及

び 利 用 形 態 が 市 長 が 定 め る 要 件 を 満

た す も の に 限 る 。）を 利 用 し 、そ の 料

金 を 負 担 す る こ と を 常 例 と す る も の

（ 市 長 が 定 め る 職 員 を 除 く 。）

ー25ー



議 案 第 ２ ３ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新

旧 対 照 表  

熊 谷 市 消 防 団 員 等 公 務 災 害 補 償 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 条 例 第 ２ ２ ６

号 ）  

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 補 償 基 礎 額 ）

第 ５ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 補 償 基 礎 額 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 消 防 作 業 従 事 者 、 救 急 業 務 協 力 者

若 し く は 水 防 従 事 者 又 は 応 急 措 置 従

事 者 （ 以 下 「 消 防 作 業 従 事 者 等 」 と

い う 。）が 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、若 し

く は 救 急 業 務 に 協 力 し 又 は 応 急 措 置

の 業 務 に 従 事 し た こ と に よ り 死 亡

し 、負 傷 し 、若 し く は 疾 病 に か か り 、

又 は 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、 若 し く は

救 急 業 務 に 協 力 し 、 又 は 応 急 措 置 の

業 務 に 従 事 し た こ と に よ る 負 傷 若 し

く は 疾 病 に よ り 死 亡 し 、 若 し く は 障

害 が あ る 状 態 と な っ た 場 合 に あ っ て

は 、 １ 万 円 と す る 。 た だ し 、 そ の 額

が 、 そ の 者 の 通 常 得 て い る 収 入 の 日

額 に 比 し て 公 正 を 欠 く と 認 め ら れ る

と き は 、 １ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円 を 超 え な

い 範 囲 内 に お い て こ れ を 増 額 し た 額

と す る こ と が で き る 。

３  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

で 、 非 常 勤 消 防 団 員 又 は 消 防 作 業 従 事

者 、 救 急 業 務 協 力 者 、 水 防 従 事 者 若 し

く は 応 急 措 置 従 事 者 （ 以 下 「 非 常 勤 消

防 団 員 等 」と い う 。）の 事 故 発 生 日 に お

い て 、 他 に 生 計 の み ち が な く 主 と し て

非 常 勤 消 防 団 員 等 の 扶 養 を 受 け て い た

も の を 扶 養 親 族 と し 、 扶 養 親 族 の あ る

非 常 勤 消 防 団 員 等 に つ い て は 、 前 項 の

規 定 に よ る 金 額 に 、 第 １ 号 に 該 当 す る

扶 養 親 族 に つ い て は ４ ３ ３ 円 を 、 第 ２

号 か ら 第 ５ 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す

（ 補 償 基 礎 額 ）

第 ５ 条 （ 略 ）

２ 前 項 の 補 償 基 礎 額 は 、 次 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。

⑴ （ 略 ）

⑵ 消 防 作 業 従 事 者 、 救 急 業 務 協 力 者

若 し く は 水 防 従 事 者 又 は 応 急 措 置 従

事 者 （ 以 下 「 消 防 作 業 従 事 者 等 」 と

い う 。）が 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、若 し

く は 救 急 業 務 に 協 力 し 又 は 応 急 措 置

の 業 務 に 従 事 し た こ と に よ り 死 亡

し 、負 傷 し 、若 し く は 疾 病 に か か り 、

又 は 消 防 作 業 等 に 従 事 し 、 若 し く は

救 急 業 務 に 協 力 し 、 又 は 応 急 措 置 の

業 務 に 従 事 し た こ と に よ る 負 傷 若 し

く は 疾 病 に よ り 死 亡 し 、 若 し く は 障

害 が あ る 状 態 と な っ た 場 合 に あ っ て

は 、 ９ ， ７ ０ ０ 円 と す る 。 た だ し 、

そ の 額 が 、 そ の 者 の 通 常 得 て い る 収

入 の 日 額 に 比 し て 公 正 を 欠 く と 認 め

ら れ る と き は 、 １ 万 ４ ， ５ ０ ０ 円 を

超 え な い 範 囲 内 に お い て こ れ を 増 額

し た 額 と す る こ と が で き る 。

３  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者

で 、 非 常 勤 消 防 団 員 又 は 消 防 作 業 従 事

者 、 救 急 業 務 協 力 者 、 水 防 従 事 者 若 し

く は 応 急 措 置 従 事 者 （ 以 下 「 非 常 勤 消

防 団 員 等 」と い う 。）の 事 故 発 生 日 に お

い て 、 他 に 生 計 の み ち が な く 主 と し て

非 常 勤 消 防 団 員 等 の 扶 養 を 受 け て い た

も の を 扶 養 親 族 と し 、 扶 養 親 族 の あ る

非 常 勤 消 防 団 員 等 に つ い て は 、 前 項 の

規 定 に よ る 金 額 に 、 第 １ 号 に 該 当 す る

扶 養 親 族 に つ い て は １ ０ ０ 円 を 、 第 ２

号 に 該 当 す る 扶 養 親 族 に つ い て は １ 人
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改 正 案 現 行

る 扶 養 親 族 に つ い て は １ 人 に つ き ２ １ ７

円 を 、 そ れ ぞ れ 加 算 し て 得 た 額 を も っ

て 補 償 基 礎 額 と す る 。  

⑴ ～ ⑸ （ 略 ）

４ （ 略 ）

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）

補 償 基 礎 額 表

に つ き ３ ８ ３ 円 を 、 第 ３ 号 か ら 第 ６ 号

ま で の い ず れ か に 該 当 す る 扶 養 親 族 に

つ い て は １ 人 に つ き ２ １ ７ 円 を 、 そ れ

ぞ れ 加 算 し て 得 た 額 を も っ て 補 償 基 礎

額 と す る 。  

⑴ 配 偶 者 （ 婚 姻 の 届 出 を し な い が 、

事 実 上 婚 姻 関 係 と 同 様 の 事 情 に あ る

者 を 含 む 。）  

⑵ ～ ⑹  （ 略 ）  

４ （ 略 ）

別 表 （ 第 ５ 条 関 係 ）

補 償 基 礎 額 表

階 級 勤 務 年 数

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団 長 及 び

副 団 長

１３，３４０

円

１４，１７０

円

１５，０００

円

分団長及び

副分団長 

１１，６７０

円

１２，５００

円

１３，３４０

円

部長、班長

及び団員 

１０，０００

円

１０，８４０

円

１１，６７０

円

備 考 （ 略 ）

階 級 勤 務 年 数

１０年未満 １０年以上 

２０年未満 

２０年以上 

団 長 及 び

副 団 長

１２，９００

円

１３，７００

円

１４，５００

円

分団長及び

副分団長 

１１，３００

円

１２，１００

円

１２，９００

円

部長、班長

及び団員 

９，７００

円

１０，５００

円

１１，３００

円

備 考 （ 略 ）
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議 案 第 ２ ４ 号 の 参 考 資 料

熊 谷 市 立 児 童 ク ラ ブ 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 案 新 旧 対 照 表

熊 谷 市 立 児 童 ク ラ ブ 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 条 例 第 ３ ６ 号 ）  

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

 別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

名 称 位 置

熊谷市立第４東児童クラブ （ 略 ）

熊谷市立第５東児童クラブ 熊谷市筑波一

丁目１０９番

地１

別 表 （ 第 ２ 条 関 係 ）

名 称 位 置

熊谷市立第４東児童クラブ （ 略 ）
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議 案 第 ２ ５ 号 の 参 考 資 料

熊谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

熊谷市国民健康保険税条例（平成１８年条例第１７６号）  

（ 下 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

（ 課 税 額 ）  

第 ２ 条  前 条 に 規 定 す る 者 に 対 し て 課 す

る 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 は 、 世 帯 主

及 び そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 に つ き 算 定 し た 次 に 掲 げ る 額

の 合 算 額 と す る 。  

⑴ 基 礎 課 税 額 （ 国 民 健 康 保 険 税 の う

ち 、 市 の 国 民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別

会 計 に お い て 負 担 す る 国 民 健 康 保 険

事 業 に 要 す る 費 用 （ 国 民 健 康 保 険 法

（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ） の 規

定 に よ る 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

（ 次 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 「 国 民 健

康 保 険 事 業 費 納 付 金 」と い う 。）の 納

付 に 要 す る 費 用 の う ち 、 県 の 国 民 健

康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 に お い て 負

担 す る 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 ） の

規 定 に よ る 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 （ 次

号 に お い て 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 」

と い う 。）、 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法

律 第 １ ２ ３ 号 ） の 規 定 に よ る 納 付 金

（ 第 ３ 号 に お い て 「 介 護 納 付 金 」 と

い う 。）及 び 子 ど も・子 育 て 支 援 法（ 平

成 ２ ４ 年 法 律 第 ６ ５ 号 ） の 規 定 に よ

る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 子 ど も ・ 子 育 て 支

援 納 付 金 」と い う 。）の 納 付 に 要 す る

費 用 に 充 て る 部 分 を 除 く 。）に 充 て る

た め の 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 を い

う 。 以 下 同 じ 。）  

⑵ ・ ⑶  （ 略 ）  

⑷ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額

（ 国 民 健 康 保 険 税 の う ち 、 国 民 健 康

保 険 事 業 費 納 付 金 の 納 付 に 要 す る 費

用 （ 県 の 国 民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別

会 計 に お い て 負 担 す る 子 ど も ・ 子 育

（ 課 税 額 ）  

第 ２ 条  前 条 に 規 定 す る 者 に 対 し て 課 す

る 国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 は 、 世 帯 主

及 び そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 に つ き 算 定 し た 次 に 掲 げ る 額

の 合 算 額 と す る 。  

⑴ 基 礎 課 税 額 （ 国 民 健 康 保 険 税 の う

ち 、 市 の 国 民 健 康 保 険 に 関 す る 特 別

会 計 に お い て 負 担 す る 国 民 健 康 保 険

事 業 に 要 す る 費 用 （ 国 民 健 康 保 険 法

（ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 １ ９ ２ 号 ） の 規

定 に よ る 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金

（ 次 号 及 び 第 ３ 号 に お い て 「 国 民 健

康 保 険 事 業 費 納 付 金 」と い う 。）の 納

付 に 要 す る 費 用 の う ち 、 県 の 国 民 健

康 保 険 に 関 す る 特 別 会 計 に お い て 負

担 す る 高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る

法 律 （ 昭 和 ５ ７ 年 法 律 第 ８ ０ 号 ） の

規 定 に よ る 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 （ 次

号 に お い て 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 」

と い う 。）及 び 介 護 保 険 法（ 平 成 ９ 年

法 律 第 １ ２ ３ 号 ） の 規 定 に よ る 納 付

金（ 第 ３ 号 に お い て「 介 護 納 付 金 」と

い う 。）の 納 付 に 要 す る 費 用 に 充 て る

部 分 を 除 く 。）に 充 て る た め の 国 民 健

康 保 険 税 の 課 税 額 を い う 。 以 下 同

じ 。）  

⑵ ・ ⑶ （ 略 ）

ー29ー



改 正 案 現 行 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て 支 援 納 付 金 の 納 付 に 要 す る 費 用 に

充 て る 部 分 に 限 る 。）に 充 て る た め の

国 民 健 康 保 険 税 の 課 税 額 を い う 。 以

下 同 じ 。）  

２  基 礎 課 税 額 は 、 世 帯 主 （ 前 条 第 ２ 項

の 世 帯 主 を 除 く 。）及 び そ の 世 帯 に 属 す

る 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に つ き 算 定

し た 所 得 割 額 及 び 被 保 険 者 均 等 割 額 の

合 算 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 合 算 額 が

６ ６ 万 円 を 超 え る 場 合 に お い て は 、 基

礎 課 税 額 は 、 ６ ６ 万 円 と す る 。  

３  後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 は 、 世 帯

主（ 前 条 第 ２ 項 の 世 帯 主 を 除 く 。）及 び

そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の 被 保

険 者 に つ き 算 定 し た 所 得 割 額 並 び に 被

保 険 者 均 等 割 額 の 合 算 額 と す る 。 た だ

し 、 当 該 合 算 額 が ２ ６ 万 円 を 超 え る 場

合 に お い て は 、 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課

税 額 は 、 ２ ６ 万 円 と す る 。  

４  （ 略 ）  

５  子 ど も・子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 は 、

世 帯 主 （ 前 条 第 ２ 項 の 世 帯 主 を 除 く 。）

及 び そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 に つ き 算 定 し た 所 得 割 額 並 び

に 被 保 険 者 均 等 割 額 の 合 算 額 に 、 当 該

世 帯 に 属 す る １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者 （ 地

方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ７ ０ ３ 条 の ４ 第

３ ０ 項 に 規 定 す る １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者

を い う 。以 下 同 じ 。）に つ き 算 定 し た １ ８

歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 を 加 算 し た 額

と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基 礎

課 税 額 の 所 得 割 額 ）  

第 ３ 条  前 条 第 ２ 項 の 所 得 割 額 は 、 賦 課

期 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 所 得 に 係 る 法

第 ３ １ ４ 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 総 所

得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 か ら

同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 控 除 を し た 後

の 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合 計

額（ 以 下「 基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 」

 

 

 

 

２  基 礎 課 税 額 は 、 世 帯 主 （ 前 条 第 ２ 項

の 世 帯 主 を 除 く 。）及 び そ の 世 帯 に 属 す

る 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に つ き 算 定

し た 所 得 割 額 及 び 被 保 険 者 均 等 割 額 の

合 算 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 合 算 額 が

６ ５ 万 円 を 超 え る 場 合 に お い て は 、 基

礎 課 税 額 は 、 ６ ５ 万 円 と す る 。  

３  後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 は 、 世 帯

主（ 前 条 第 ２ 項 の 世 帯 主 を 除 く 。）及 び

そ の 世 帯 に 属 す る 被 保 険 者 に つ き 算 定

し た 所 得 割 額 並 び に 被 保 険 者 均 等 割 額

の 合 算 額 と す る 。 た だ し 、 当 該 合 算 額

が ２ ４ 万 円 を 超 え る 場 合 に お い て は 、

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 は 、 ２ ４ 万

円 と す る 。  

４  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基 礎

課 税 額 の 所 得 割 額 ）  

第 ３ 条  前 条 第 ２ 項 の 所 得 割 額 は 、 賦 課

期 日 の 属 す る 年 の 前 年 の 所 得 に 係 る 地

方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 。

以 下「 法 」と い う 。）第 ３ １ ４ 条 の ２ 第

１ 項 に 規 定 す る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所

得 金 額 の 合 計 額 か ら 同 条 第 ２ 項 の 規 定

に よ る 控 除 を し た 後 の 総 所 得 金 額 及 び
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と い う 。）に １ ０ ０ 分 の ７ ．２ ８ を 乗 じ

て 算 定 す る 。  

２  （ 略 ）

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基 礎

課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 第 ２ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 被 保 険 者 １ 人 に つ い て ４ ０ ，

５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 所 得 割 額 ）  

第 ６ 条  第 ２ 条 第 ３ 項 の 所 得 割 額 は 、 基

礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 に １ ０ ０ 分 の

２ ． ５ ８ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等

割 額 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条 第 ３ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 被 保 険 者 １ 人 に つ い て １ ５ ，

５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 所 得

割 額 ）  

第 ８ 条  第 ２ 条 第 ４ 項 の 所 得 割 額 は 、 介

護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 控 除

後 の 総 所 得 金 額 等 に １ ０ ０ 分 の ２ ．

１ ２ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 被 保

険 者 均 等 割 額 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条 第 ４ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 １ 人 に

つ い て １ ５ ， ５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど

も・子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の 所 得 割 額 ） 

第 ９ 条 の ２  第 ２ 条 第 ５ 項 の 所 得 割 額

は 、基 礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 に １ ０ ０

分 の ０ ． ２ ９ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の 被 保 険

者 均 等 割 額 ）  

第 ９ 条 の ３  第 ２ 条 第 ５ 項 の 被 保 険 者 均

等 割 額 は 、 被 保 険 者 １ 人 に つ い て １ ，

山 林 所 得 金 額 の 合 計 額 （ 以 下 「 基 礎 控

除 後 の 総 所 得 金 額 等 」と い う 。）に １ ０ ０

分 の ７ ． ０ ４ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

２  （ 略 ）

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基 礎

課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

第 ５ 条  第 ２ 条 第 ２ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 被 保 険 者 １ 人 に つ い て ３ ５ ，

５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 所 得 割 額 ）  

第 ６ 条  第 ２ 条 第 ３ 項 の 所 得 割 額 は 、 基

礎 控 除 後 の 総 所 得 金 額 等 に １ ０ ０ 分 の

２ ． ４ ８ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等

割 額 ）  

第 ７ 条  第 ２ 条 第 ３ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 被 保 険 者 １ 人 に つ い て １ ４ ，

５ ０ ０ 円 と す る 。  

（ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 所 得

割 額 ）  

第 ８ 条  第 ２ 条 第 ４ 項 の 所 得 割 額 は 、 介

護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 基 礎 控 除

後 の 総 所 得 金 額 等 に １ ０ ０ 分 の ２ ．

０ ２ を 乗 じ て 算 定 す る 。  

（ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る 被 保

険 者 均 等 割 額 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条 第 ４ 項 の 被 保 険 者 均 等 割

額 は 、 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 １ 人 に

つ い て １ ４ ， ５ ０ ０ 円 と す る 。  

ー31ー



改 正 案 現 行

（ 国 民 健 康 保 険 税 の 減 額 ）  

第 ２ ２ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る

国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 に 対 し て

課 す る 国 民 健 康 保 険 税 の 額 は 、 第 ２ 条

第 ２ 項 本 文 の 基 礎 課 税 額 か ら ア に 掲 げ

る 額 を 減 額 し て 得 た 額 （ 当 該 減 額 し て

得 た 額 が ６ ５ 万 円 を 超 え る 場 合 に は ６ ５

万 円 ）、同 条 第 ３ 項 本 文 の 後 期 高 齢 者 支

援 金 等 課 税 額 か ら イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し て 得 た 額（ 当 該 減 額 し て 得 た 額 が ２ ４

万 円 を 超 え る 場 合 に は ２ ４ 万 円 ） 及 び

同 条 第 ４ 項 本 文 の 介 護 納 付 金 課 税 額 か

ら ウ に 掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額 （ 当

該 減 額 し て 得 た 額 が １ ７ 万 円 を 超 え る

場 合 に は １ ７ 万 円 ） の 合 算 額 と す る 。  

⑴ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者

（ 国 民 健 康 保 険 法 第 ６ 条 第 ８ 号 の 規

定 に よ り 被 保 険 者 の 資 格 を 喪 失 し た

者 で あ っ て 、 当 該 資 格 を 喪 失 し た 日

の 前 日 以 後 継 続 し て 同 一 の 世 帯 に 属

す る も の を い う 。以 下 同 じ 。）の う ち

給 与 所 得 を 有 す る 者 （ 前 年 中 に 法 第

７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 総 所

得 金 額 に 係 る 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年

法 律 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ ８ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 給 与 所 得 に つ い て 同 条 第 ３ 項

に 規 定 す る 給 与 所 得 控 除 額 の 控 除 を

７ ８ ７ 円 と す る 。

（ １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者 に 係 る 子 ど も ・

子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の １ ８ 歳 以 上

被 保 険 者 均 等 割 額 ）  

第 ９ 条 の ４  第 ２ 条 第 ５ 項 の １ ８ 歳 以 上

被 保 険 者 均 等 割 額 は 、 １ ８ 歳 以 上 被 保

険 者 １ 人 に つ い て １ １ ４ 円 と す る 。  

（ 国 民 健 康 保 険 税 の 減 額 ）  

第 ２ ２ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 掲 げ る

国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 に 対 し て

課 す る 国 民 健 康 保 険 税 の 額 は 、 第 ２ 条

第 ２ 項 本 文 の 基 礎 課 税 額 か ら ア に 掲 げ

る 額 を 減 額 し て 得 た 額 （ 当 該 減 額 し て

得 た 額 が ６ ６ 万 円 を 超 え る 場 合 に は ６ ６

万 円 ）、同 条 第 ３ 項 本 文 の 後 期 高 齢 者 支

援 金 等 課 税 額 か ら イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し て 得 た 額（ 当 該 減 額 し て 得 た 額 が ２ ６

万 円 を 超 え る 場 合 に は ２ ６ 万 円 ）、同 条

第 ４ 項 本 文 の 介 護 納 付 金 課 税 額 か ら ウ

に 掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額 （ 当 該 減

額 し て 得 た 額 が １ ７ 万 円 を 超 え る 場 合

に は １ ７ 万 円 ） 及 び 同 条 第 ５ 項 の 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 か ら エ に

掲 げ る 額 を 減 額 し て 得 た 額 の 合 算 額 と

す る 。

⑴ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者

（ 国 民 健 康 保 険 法 第 ６ 条 第 ８ 号 の 規

定 に よ り 被 保 険 者 の 資 格 を 喪 失 し た

者 で あ っ て 、 当 該 資 格 を 喪 失 し た 日

の 前 日 以 後 継 続 し て 同 一 の 世 帯 に 属

す る も の を い う 。以 下 同 じ 。）の う ち

給 与 所 得 を 有 す る 者 （ 前 年 中 に 法 第

７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 総 所

得 金 額 に 係 る 所 得 税 法 （ 昭 和 ４ ０ 年

法 律 第 ３ ３ 号 ） 第 ２ ８ 条 第 １ 項 に 規

定 す る 給 与 所 得 に つ い て 同 条 第 ３ 項

に 規 定 す る 給 与 所 得 控 除 額 の 控 除 を
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受 け た 者 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 給

与 等 の 収 入 金 額 が ５ ５ 万 円 を 超 え る

者 に 限 る 。）を い う 。以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。）の 数 及 び 公 的 年 金 等 に 係

る所得を有する者（前年中に法第７０３

条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 総 所 得 金 額

に 係 る 所 得 税 法 第 ３ ５ 条 第 ３ 項 に 規

定 す る 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に つ い

て 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等

控 除 額 の 控 除 を 受 け た 者 （ 年 齢 ６ ５

歳 未 満 の 者 に あ っ て は 当 該 公 的 年 金

等 の 収 入 金 額 が ６ ０ 万 円 を 超 え る 者

に 限 り 、 年 齢 ６ ５ 歳 以 上 の 者 に あ っ

ては当該公的年金等の収入金額が１１０

万 円 を 超 え る 者 に 限 る 。）を い い 、給

与 所 得 を 有 す る 者 を 除 く 。）の 数 の 合

計 数 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所

得 者 等 の 数 」と い う 。）が ２ 以 上 の 場

合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ）を 超 え な い 世 帯 に 係 る 納 税 義 務 者  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

２ ４ ， ８ ５ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  １ ０ ， １ ５ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  １ ０ ， １ ５ ０ 円  

受 け た 者 （ 同 条 第 １ 項 に 規 定 す る 給

与 等 の 収 入 金 額 が ５ ５ 万 円 を 超 え る

者 に 限 る 。）を い う 。以 下 こ の 号 に お

い て 同 じ 。）の 数 及 び 公 的 年 金 等 に 係

る所得を有する者（前年中に法第７０３

条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る 総 所 得 金 額

に 係 る 所 得 税 法 第 ３ ５ 条 第 ３ 項 に 規

定 す る 公 的 年 金 等 に 係 る 所 得 に つ い

て 同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 公 的 年 金 等

控 除 額 の 控 除 を 受 け た 者 （ 年 齢 ６ ５

歳 未 満 の 者 に あ っ て は 当 該 公 的 年 金

等 の 収 入 金 額 が ６ ０ 万 円 を 超 え る 者

に 限 り 、 年 齢 ６ ５ 歳 以 上 の 者 に あ っ

ては当該公的年金等の収入金額が１１０

万 円 を 超 え る 者 に 限 る 。）を い い 、給

与 所 得 を 有 す る 者 を 除 く 。）の 数 の 合

計 数 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 給 与 所

得 者 等 の 数 」と い う 。）が ２ 以 上 の 場

合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ）を 超 え な い 世 帯 に 係 る 納 税 義 務 者  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

２ ８ ， ３ ５ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  １ ０ ， ８ ５ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  １ ０ ， ８ ５ ０ 円  

エ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

子 ど も・子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の

被 保 険 者 均 等 割 額  被 保 険 者（ 第 １

条 第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除
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⑵ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 の

う ち 給 与 所 得 者 等 の 数 が ２ 以 上 の 場

合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ） に 被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所

属 者 １ 人 に つ き ３ ０ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円

を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯 に 係

る 納 税 義 務 者 （ 前 号 に 該 当 す る 者 を

除 く 。）  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

１ ７ ， ７ ５ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  ７ ， ２ ５ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  ７ ， ２ ５ ０ 円  

⑶ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 の

う ち 給 与 所 得 者 等 の 数 が ２ 以 上 の 場

く 。） １ 人 に つ い て １ ，２ ５ １ 円

⑵ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 の

う ち 給 与 所 得 者 等 の 数 が ２ 以 上 の 場

合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ） に 被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所

属 者 １ 人 に つ き ３ ０ 万 ５ ， ０ ０ ０ 円

を 加 算 し た 金 額 を 超 え な い 世 帯 に 係

る 納 税 義 務 者 （ 前 号 に 該 当 す る 者 を

除 く 。）  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

２ ０ ， ２ ５ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  ７ ， ７ ５ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  ７ ， ７ ５ ０ 円  

エ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額

の 被 保 険 者 均 等 割 額  被 保 険 者

（ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主

を 除 く 。） １ 人 に つ い て  ８ ９ ４ 円

⑶ 法 第 ７ ０ ３ 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す

る 総 所 得 金 額 及 び 山 林 所 得 金 額 の 合

算 額 が 、 ４ ３ 万 円 （ 納 税 義 務 者 並 び

に そ の 世 帯 に 属 す る 国 民 健 康 保 険 の

被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所 属 者 の

う ち 給 与 所 得 者 等 の 数 が ２ 以 上 の 場
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合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ） に 被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所

属 者 １ 人 に つ き ５ ６ 万 円 を 加 算 し た

金 額 を 超 え な い 世 帯 に 係 る 納 税 義 務

者 （ 前 ２ 号 に 該 当 す る 者 を 除 く 。）  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

７ ， １ ０ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  ２ ， ９ ０ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  ２ ， ９ ０ ０ 円  

２  国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 属 す

る 世 帯 内 に ６ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初

の ３ 月 ３ １ 日 以 前 で あ る 被 保 険 者 （ 以

下 こ の 項 に お い て「 未 就 学 児 」と い う 。）

が あ る 場 合 に お け る 当 該 納 税 義 務 者 に

対 し て 課 す る 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 当 該

納 税 義 務 者 の 世 帯 に 属 す る 未 就 学 児 に

つ き 算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 前 項

に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被 保 険

者 均 等 割 額 ）に 限 る 。）は 、当 該 被 保 険

者 均 等 割 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。

合 に あ っ て は 、 ４ ３ 万 円 に 当 該 給 与

所 得 者 等 の 数 か ら １ を 減 じ た 数 に １ ０

万 円 を 乗 じ て 得 た 金 額 を 加 算 し た 金

額 ） に 被 保 険 者 及 び 特 定 同 一 世 帯 所

属 者 １ 人 に つ き ５ ６ 万 円 を 加 算 し た

金 額 を 超 え な い 世 帯 に 係 る 納 税 義 務

者 （ 前 ２ 号 に 該 当 す る 者 を 除 く 。）  

ア 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

基 礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  

被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す

る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い て

８ ， １ ０ ０ 円

イ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

後 期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保

険 者 均 等 割 額  被 保 険 者 （ 第 １ 条

第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主 を 除 く 。） 

１ 人 に つ い て  ３ ， １ ０ ０ 円

ウ 介 護 納 付 金 課 税 被 保 険 者 に 係 る

被 保 険 者 均 等 割 額  介 護 納 付 金 課

税 被 保 険 者 （ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定

す る 世 帯 主 を 除 く 。） １ 人 に つ い

て  ３ ， １ ０ ０ 円  

エ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額

の 被 保 険 者 均 等 割 額  被 保 険 者

（ 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 世 帯 主

を 除 く 。） １ 人 に つ い て  ３ ５ ８ 円

２  国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 属 す

る 世 帯 内 に ６ 歳 に 達 す る 日 以 後 の 最 初

の ３ 月 ３ １ 日 以 前 で あ る 被 保 険 者 （ 以

下 こ の 項 に お い て「 未 就 学 児 」と い う 。）

が あ る 場 合 に お け る 当 該 納 税 義 務 者 に

対 し て 課 す る 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 当 該

納 税 義 務 者 の 世 帯 に 属 す る 未 就 学 児 に

つ き 算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 前 項

に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被 保 険

者 均 等 割 額 ）に 限 る 。）は 、当 該 被 保 険

者 均 等 割 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区

分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る

額 を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。
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⑴ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基

礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  次 に

掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

未 就 学 児 １ 人 に つ い て 次 に 定 め る 額  

ア 前 項 第 １ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ５ ， ３ ２ ５ 円

イ 前 項 第 ２ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ８ ， ８ ７ ５ 円

ウ 前 項 第 ３ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 １ ４ ， ２ ０ ０ 円

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯 １ ７ ， ７ ５ ０ 円

⑵ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保 険 者

均 等 割 額  次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 未 就 学 児 １ 人 に つ い

て 次 に 定 め る 額  

ア 前 項 第 １ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ２ ， １ ７ ５ 円

イ 前 項 第 ２ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ３ ， ６ ２ ５ 円

ウ 前 項 第 ３ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ５ ， ８ ０ ０ 円

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯 ７ ， ２ ５ ０ 円

３  国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 世 帯

に 地 方 税 法 施 行 令 第 ５ ６ 条 の ８ ９ 第 ４

項 に 規 定 す る 出 産 被 保 険 者 （ 以 下 「 出

⑴ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 基

礎 課 税 額 の 被 保 険 者 均 等 割 額  次 に

掲 げ る 世 帯 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

未 就 学 児 １ 人 に つ い て 次 に 定 め る 額

ア 前 項 第 １ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ６ ， ０ ７ ５ 円

イ 前 項 第 ２ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 １ ０ ， １ ２ ５ 円

ウ 前 項 第 ３ 号 ア に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 １ ６ ， ２ ０ ０ 円

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯 ２ ０ ， ２ ５ ０ 円

⑵ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 課 税 額 の 被 保 険 者

均 等 割 額  次 に 掲 げ る 世 帯 の 区 分 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 未 就 学 児 １ 人 に つ い

て 次 に 定 め る 額  

ア 前 項 第 １ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ２ ， ３ ２ ５ 円

イ 前 項 第 ２ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ３ ， ８ ７ ５ 円

ウ 前 項 第 ３ 号 イ に 掲 げ る 額 を 減 額

し た 世 帯 ６ ， ２ ０ ０ 円

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯 ７ ， ７ ５ ０ 円

⑶ 国 民 健 康 保 険 の 被 保 険 者 に 係 る 子

ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の 被

保 険 者 均 等 割 額  次 に 掲 げ る 世 帯 の

区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 未 就 学 児 １ 人

に つ い て 次 に 定 め る 額  

ア 前 項 第 １ 号 エ に 規 定 す る 金 額 を

減 額 し た 世 帯 ２ ６ ８ 円

イ 前 項 第 ２ 号 エ に 規 定 す る 金 額 を

減 額 し た 世 帯 ４ ４ ７ 円

ウ 前 項 第 ３ 号 エ に 規 定 す る 金 額 を

減 額 し た 世 帯 ７ １ ５ 円

エ ア か ら ウ ま で に 掲 げ る 世 帯 以 外

の 世 帯  ８ ９ ４ 円

３  国 民 健 康 保 険 税 の 納 税 義 務 者 の 世 帯

に 地 方 税 法 施 行 令 第 ５ ６ 条 の ８ ９ 第 ４

項 に 規 定 す る 出 産 被 保 険 者 （ 以 下 「 出
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産 被 保 険 者 」と い う 。）が 属 す る 場 合 に

お け る 当 該 納 税 義 務 者 に 対 し て 課 す る

所 得 割 額 及 び 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １

項 に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し

た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被 保

険 者 均 等 割 額 ） は 、 当 該 所 得 割 額 及 び

被 保 険 者 均 等 割 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に

定 め る 額 を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。  

⑴ ～ ⑹ （ 略 ）

附  則

１ ～ ４ （ 略 ）

（ 病 床 転 換 支 援 金 等 に 係 る 国 民 健 康 保

険 税 の 特 例 ）  

５  高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 附

則 第 ２ 条 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 日 ま

で の 間 、 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 （ 次 号 に お い て 「 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 」と い う 。）及 び 」と あ

る の は 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 （ 次 号 に

産 被 保 険 者 」と い う 。）が 属 す る 場 合 に

お け る 当 該 納 税 義 務 者 に 対 し て 課 す る

所 得 割 額 並 び に 被 保 険 者 均 等 割 額 及 び

１ ８ 歳 以 上 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １ 項

に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し た

場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被 保 険

者 均 等 割 額 及 び １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者 均

等 割 額 ） は 、 当 該 所 得 割 額 並 び に 被 保

険 者 均 等 割 額 及 び １ ８ 歳 以 上 被 保 険 者

均 等 割 額 か ら 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 額

を 減 額 し て 得 た 額 と す る 。  

⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

⑺ 国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係

る 子 ど も・子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額 の

所 得 割 額  当 該 出 産 被 保 険 者 に つ き

第 ９ 条 の ２ の 規 定 に よ り 算 定 し た 所

得 割 額 の １ ２ 分 の １ の 額 に 、当 該 出 産

被 保 険 者 の 産 前 産 後 期 間 の う ち 当 該

年 度 に 属 す る 月 数 を 乗 じ て 得 た 額  

⑻ 国 民 健 康 保 険 の 出 産 被 保 険 者 に 係

る 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 納 付 金 課 税 額

の 被 保 険 者 均 等 割 額  当 該 出 産 被 保

険 者 に つ き 第 ９ 条 の ３ の 規 定 に よ り

算 定 し た 被 保 険 者 均 等 割 額 （ 第 １ 項

に 規 定 す る 金 額 を 減 額 す る も の と し

た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 減 額 後 の 被

保 険 者 均 等 割 額 ） の １ ２ 分 の １ の 額

に 、 当 該 出 産 被 保 険 者 の 産 前 産 後 期

間 の う ち 当 該 年 度 に 属 す る 月 数 を 乗

じ て 得 た 額  

附  則

１ ～ ４ （ 略 ）

（ 病 床 転 換 支 援 金 等 に 係 る 国 民 健 康 保

険 税 の 特 例 ）  

５  高 齢 者 の 医 療 の 確 保 に 関 す る 法 律 附

則 第 ２ 条 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る 日 ま

で の 間 、 第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 中 「 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 （ 次 号 に お い て 「 後 期

高 齢 者 支 援 金 等 」と い う 。）、」と あ る の

は 「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 （ 次 号 に お い
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お い て「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 」と い う 。）

及 び 同 法 の 規 定 に よ る 病 床 転 換 支 援 金

等（ 同 号 に お い て「 病 床 転 換 支 援 金 等 」

と い う 。）並 び に 」と 、同 項 第 ２ 号 中「 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 の 」 と あ る の は 「 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 及 び 病 床 転 換 支 援 金

等 の 」 と す る 。

６ ～ １ ９ （ 略 ）

て「 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 」と い う 。）及

び 同 法 の 規 定 に よ る 病 床 転 換 支 援 金 等

（ 同 号 に お い て 「 病 床 転 換 支 援 金 等 」

と い う 。）、」 と 、「 及 び 子 ど も ・ 子 育 て

支 援 法 」 と あ る の は 「 並 び に 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中 「 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 の 」 と あ る の は 「 後

期 高 齢 者 支 援 金 等 及 び 病 床 転 換 支 援 金

等 の 」 と す る 。  

６ ～ １ ９  （ 略 ）

ー38ー



議 案 第２ ６ 号 の 参 考 資 料

熊谷市火災予防条例の一部を改正する条例案新旧対照表

熊谷市火災予防条例（平成１８年条例第１８４号）  

（ 下 線部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

目 次

第 １ 章 ～ 第 ３ 章  （ 略 ）

第 ３ 章 の ２  住 宅 用 防 災 機 器 の 設 置 及

び 維 持 に 関 す る 基 準 等 （ 第 ２ ９ 条 の

２ ― 第 ２ ９ 条 の ７ ）

第 ３ 章 の ３  林 野 火 災 の 予 防 （ 第 ２ ９

条 の ８ ・ 第 ２ ９ 条 の ９ ）

第 ４ 章 ～ 附 則  （ 略 ）

第 ７ 条  （ 略 ）  

（ 簡 易 サ ウ ナ 設 備 ）  

第 ７ 条 の ２  簡 易 サ ウ ナ 設 備 （ 屋 外 そ の

他 の 直 接 外 気 に 接 す る 場 所 に 設 け る テ

ン ト 型 サ ウ ナ 室 （ サ ウ ナ 室 の う ち テ ン

ト を 活 用 し た も の を い う 。）又 は バ レ ル

型 サ ウ ナ 室 （ サ ウ ナ 室 の う ち 円 筒 形 で

あ り 、か つ 、木 製 の も の を い う 。）に 設

け る 放 熱 設 備 で あ っ て 、 定 格 出 力 ６ キ

ロ ワ ッ ト 以 下 の も の で あ り 、 か つ 、 薪

又 は 電 気 を 熱 源 と す る も の を い う 。 以

下 同 じ 。）の 位 置 及 び 構 造 は 、次 に 掲 げ

る 基 準 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 火 災 予 防 上 安 全 な 距 離 を 保 つ こ と

を 要 し な い 場 合 を 除 き 、 建 築 物 等 及

び 可 燃 性 の 物 品 か ら 火 災 予 防 上 安 全

な 距 離 と し て 対 象 火 気 設 備 等 及 び 対

象 火 気 器 具 等 の 離 隔 距 離 に 関 す る 基

準 に よ り 得 ら れ る 距 離 以 上 の 距 離 を

保 つ こ と 。  

⑵ 簡 易 サ ウ ナ 設 備 の 温 度 が 異 常 に 上

昇 し た 場 合 に 直 ち に そ の 熱 源 を 遮 断

す る こ と が で き る 手 動 及 び 自 動 の 装

置 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 薪 を 熱 源

と す る 簡 易 サ ウ ナ 設 備 に あ っ て は 、

そ の 周 囲 に お い て 火 災 が 発 生 し た 際

に 速 や か に 使 用 で き る 位 置 に 消 火 器

を 設 置 し た 場 合 は 、こ の 限 り で な い 。 

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 簡 易 サ

目 次

第 １ 章 ～ 第 ３ 章  （ 略 ）  

第 ３ 章 の ２  住 宅 用 防 災 機 器 の 設 置 及

び 維 持 に 関 す る 基 準 等 （ 第 ２ ９ 条 の

２ ― 第 ２ ９ 条 の ７ ）

第 ４ 章 ～ 附 則 （ 略 ）

第 ７ 条  （ 略 ）
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ウ ナ 設 備 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準

に つ い て は 、 第 ３ 条 （ 第 １ 項 第 １ 号 、

第 １ ０ 号 か ら 第 １ ４ 号 ま で 及 び 第 １ ７

号 か ら 第 １ ８ 号 の ３ ま で 、 第 ２ 項 第 ６

号 、第 ３ 項 並 び に 第 ４ 項 を 除 く 。）及 び

第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 一 般 サ ウ ナ 設 備 ）  

第 ７ 条 の ３  一 般 サ ウ ナ 設 備 （ 簡 易 サ ウ

ナ 設 備 以 外 の サ ウ ナ 設 備 （ サ ウ ナ 室 に

設 け る 放 熱 設 備 を い う 。）を い う 。以 下

同 じ 。）の 位 置 及 び 構 造 は 、次 に 掲 げ る

基 準 に よ ら な け れ ば な ら な い 。  

⑴ （ 略 ）

⑵ 一 般 サ ウ ナ 設 備 の 温 度 が 異 常 に 上

昇 し た 場 合 に 直 ち に そ の 熱 源 を 遮 断

す る こ と が で き る 手 動 及 び 自 動 の 装

置 を 設 け る こ と 。  

２ 前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 一 般 サ

ウ ナ 設 備 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準

に つ い て は 、 第 ３ 条 （ 第 １ 項 第 １ 号 及

び 第 １ ０ 号 か ら 第 １ ２ 号 ま で を 除 く 。）

の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る

火 の 使 用 の 制 限 ）  

第 ２ ９ 条  火 災 に 関 す る 警 報 （ 法 第 ２ ２

条 第 ３ 項 に 規 定 す る 火 災 に 関 す る 警 報

を い う 。 第 ２ ９ 条 の ９ に お い て 同 じ 。）

が 発 せ ら れ た 場 合 に お け る 火 の 使 用 に

つ い て は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な

け れ ば な ら な い 。

⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

（ 住 宅 に お け る 火 災 の 予 防 の 推 進 ）  

第 ２ ９ 条 の ７  市 は 、 住 宅 に お け る 火 災

の 予 防 を 推 進 す る た め 、 次 に 掲 げ る 施

策 の 実 施 に 努 め る も の と す る 。  

⑴ 住 宅 に お け る 出 火 防 止 、 火 災 の 早

期 発 見 、初 期 消 火 、延 焼 防 止 、通 報 、

避 難 等 に 資 す る 住 宅 用 防 災 機 器 、 感

震 ブ レ ー カ ー そ の 他 の 物 品 、 機 械 器

（ サ ウ ナ 設 備 ）

第 ７ 条 の ２  サ ウ ナ 室 に 設 け る 放 熱 設 備

（ 以 下「 サ ウ ナ 設 備 」と い う 。）の 位 置

及 び 構 造 は 、 次 に 掲 げ る 基 準 に よ ら な

け れ ば な ら な い 。  

⑴ （ 略 ）

⑵ サ ウ ナ 設 備 の 温 度 が 異 常 に 上 昇 し

た 場 合 に 直 ち に そ の 熱 源 を 遮 断 す る

こ と が で き る 手 動 及 び 自 動 の 装 置 を

設 け る こ と 。  

２  前 項 に 規 定 す る も の の ほ か 、 サ ウ ナ

設 備 の 位 置 、 構 造 及 び 管 理 の 基 準 に つ

い て は 、 第 ３ 条 （ 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第

１ ０ 号 か ら 第 １ ２ 号 ま で を 除 く 。）の 規

定 を 準 用 す る 。  

（ 火 災 に 関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る

火 の 使 用 の 制 限 ）  

第 ２ ９ 条  火 災 に 関 す る 警 報 が 発 せ ら れ

た 場 合 に お け る 火 の 使 用 に つ い て は 、

次 に 定 め る と こ ろ に よ ら な け れ ば な ら

な い 。  

⑴ ～ ⑹ （ 略 ）

⑺ 屋 内 に お い て 裸 火 を 使 用 す る と き

は 、窓 、出 入 口 等 を 閉 じ て 行 う こ と 。 

（ 住 宅 に お け る 火 災 の 予 防 の 推 進 ）  

第 ２ ９ 条 の ７  市 は 、 住 宅 に お け る 火 災

の 予 防 を 推 進 す る た め 、 次 に 掲 げ る 施

策 の 実 施 に 努 め る も の と す る 。  

⑴ 住 宅 に お け る 出 火 防 止 、 火 災 の 早

期 発 見 、初 期 消 火 、延 焼 防 止 、通 報 、

避 難 等 に 資 す る 住 宅 用 防 災 機 器 そ の

他 の 物 品 、 機 械 器 具 及 び 設 備 の 普 及
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具 及 び 設 備 の 普 及 の 促 進

⑵ （ 略 ）

２  （ 略 ）

第 ３ 章 の ２  （ 略 ）

第 ３ 章 の ３  林 野 火 災 の 予 防

（ 林 野 火 災 に 関 す る 注 意 報 ）  

第 ２ ９ 条 の ８  市 長 は 、 気 象 の 状 況 が 山

林 、 原 野 等 に お け る 火 災 （ 以 下 「 林 野

火 災 」と い う 。）の 予 防 上 注 意 を 要 す る

と 認 め る と き は 、 林 野 火 災 に 関 す る 注

意 報 を 発 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 注 意 報 が 発 せ ら れ

た と き は 、 注 意 報 が 解 除 さ れ る ま で の

間 、 市 の 区 域 内 に 在 る 者 は 、 第 ２ ９ 条

各 号 に 定 め る 火 の 使 用 の 制 限 に 従 う よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を

勘 案 し て 、 前 項 の 規 定 に よ る 火 の 使 用

の 制 限 の 努 力 義 務 の 対 象 と な る 区 域 を

指 定 す る こ と が で き る 。  

（ 林 野 火 災 の 予 防 を 目 的 と し た 火 災 に

関 す る 警 報 の 発 令 中 に お け る 火 の 使 用

の 制 限 ）  

第 ２ ９ 条 の ９  市 長 は 、 林 野 火 災 の 予 防

を 目 的 と し て 火 災 に 関 す る 警 報 を 発 し

た と き は 、 林 野 火 災 の 発 生 の 危 険 性 を

勘 案 し て 、 第 ２ ９ 条 各 号 に 定 め る 火 の

使 用 の 制 限 の 対 象 と な る 区 域 を 指 定 す

る こ と が で き る 。  

（ 屋 外 催 し に 係 る 防 火 管 理 ）  

第 ４ ２ 条 の ３  前 条 第 １ 項 の 指 定 催 し を

主 催 す る 者 は 、 同 項 の 指 定 を 受 け た と

き は 、 速 や か に 防 火 担 当 者 を 定 め 、 当

該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４ 日 前 ま

で に（ 当 該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４

日 前 の 日 以 後 に 同 項 の 指 定 を 受 け た 場

合 に あ っ て は 、 防 火 担 当 者 を 定 め た 後

遅 滞 な く ） 次 に 掲 げ る 火 災 予 防 上 必 要

な 業 務 に 関 す る 計 画 を 作 成 さ せ る と と

も に 、 当 該 計 画 に 基 づ く 業 務 を 行 わ せ

な け れ ば な ら な い 。  

の 促 進

⑵ （ 略 ）

２ （ 略 ）

第 ３ 章 の ２ （ 略 ）

（ 屋 外 催 し に 係 る 防 火 管 理 ）

第 ４ ２ 条 の ３  前 条 第 １ 項 の 指 定 催 し を

主 催 す る 者 は 、 同 項 の 指 定 を 受 け た と

き は 、 速 や か に 防 火 担 当 者 を 定 め 、 当

該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４ 日 前 ま

で に（ 当 該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４

日 前 の 日 以 後 に 同 項 の 指 定 を 受 け た 場

合 に あ っ て は 、 防 火 担 当 者 を 定 め た 後

遅 滞 な く ） 次 に 掲 げ る 火 災 予 防 上 必 要

な 業 務 に 関 す る 計 画 を 作 成 さ せ る と と

も に 、 当 該 計 画 に 基 づ く 業 務 を 行 わ せ

な け れ ば な ら な い 。
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⑴ ・ ⑵ （ 略 ）

⑶ 対 象 火 気 器 具 等 を 使 用 し 、 又 は 危

険 物 を 取 り 扱 う 露 店 、 屋 台 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の （ 第 ４ ５ 条 第 ６ 号

に お い て「 露 店 等 」と い う 。）及 び 客

席 の 火 災 予 防 上 安 全 な 配 置 に 関 す る

こ と 。

⑷ ～ ⑹ （ 略 ）

２ （ 略 ）

（ 火 を 使 用 す る 設 備 等 の 設 置 の 届 出 ）

第 ４ ４ 条  火 を 使 用 す る 設 備 又 は そ の 使

用 に 際 し 、 火 災 の 発 生 の お そ れ の あ る

設 備 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の を 設 置 し

よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨

を 消 防 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

⑺ サ ウ ナ 設 備 （ 個 人 の 住 居 に 設 け る

も の を 除 く 。）  

⑺ の ２ ～ ⒂  （ 略 ）

（ 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 等 を 発 す る お そ

れ の あ る 行 為 等 の 届 出 ）  

第 ４ ５ 条  次 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す

る 者 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 消 防 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 又 は 火 炎 を 発

す る お そ れ の あ る 行 為

⑵ ～ ⑹ （ 略 ）

⑴ ・ ⑵ （ 略 ）

⑶ 対 象 火 気 器 具 等 を 使 用 し 、 又 は 危

険 物 を 取 り 扱 う 露 店 、 屋 台 そ の 他 こ

れ ら に 類 す る も の （ 第 ４ ５ 条 第 １ 項

第 ６ 号 に お い て 「 露 店 等 」 と い う 。）

及 び 客 席 の 火 災 予 防 上 安 全 な 配 置 に

関 す る こ と 。

⑷ ～ ⑹  （ 略 ）

２ （ 略 ）  

（ 火 を 使 用 す る 設 備 等 の 設 置 の 届 出 ）

第 ４ ４ 条  火 を 使 用 す る 設 備 又 は そ の 使

用 に 際 し 、 火 災 の 発 生 の お そ れ の あ る

設 備 の う ち 、 次 に 掲 げ る も の を 設 置 し

よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨

を 消 防 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

⑴ ～ ⑹  （ 略 ）  

⑹ の ２  簡 易 サ ウ ナ 設 備 （ 個 人 が 設 け

る も の を 除 く 。）

⑺ 一 般 サ ウ ナ 設 備 （ 個 人 の 住 居 に 設

け る も の を 除 く 。）

⑺ の ２ ～ ⒂  （ 略 ）  

（ 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 等 を 発 す る お そ

れ の あ る 行 為 等 の 届 出 ）  

第 ４ ５ 条  次 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す

る 者 は 、 あ ら か じ め 、 そ の 旨 を 消 防 長

に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 火 災 と 紛 ら わ し い 煙 又 は 火 炎 を 発

す る お そ れ の あ る 行 為 （ た き 火 を 含

む 。）  

⑵ ～ ⑹  （ 略 ）

２ 消 防 長 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る そ れ ぞ

れ の 行 為 に つ い て 、 届 出 の 対 象 と な る

期 間 及 び 区 域 を 指 定 す る こ と が で き

る 。  
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41145
廃止する市道４０２００号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

８ 市道

41143

号線

廃止する市道４０１９８号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

９ 市道

41144

号線

廃止する市道４０２００号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

６ 市道

41141

号線

廃止する市道４０１９７号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

７ 市道

41142

号線

廃止する市道４０１９７号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

４ 市道

41139

号線

廃止する市道４０１９４号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

５ 市道

41140

号線

廃止する市道４０１９４号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

２ 市道

41137

号線

廃止する市道４０１９３号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

３ 市道

41138

号線

廃止する市道４０１９３号線の一部区間を新たに認定し、市道とし
て管理したいため

議案第 ２８

認定路線調書・位置図

整理

番号
路　　線　　名 認 定 理 由

１ 市道 号線
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４

3

２

1 

5

縮尺 １：５，０００

起点

終点

凡　例

N

6 

7

8 

9
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整理 起 点 幅  員 延  長

番号 終 点 （ｍ） （ｍ）

 三ケ尻字八貫目３６２２番１地先

 三ケ尻字八貫目３６２０番２地先

 三ケ尻字八貫目３６１９番１地先

 三ケ尻字八貫目３６２３番１地先

 三ケ尻字八貫目３６５１番地先

 三ケ尻字八貫目３６１６番３地先

 三ケ尻字八貫目３６１０番地先

 三ケ尻字八貫目３６６３番２地先

 三ケ尻字大塚３７６８番地先

 三ケ尻字八貫目３５２５番１地先

 三ケ尻字八貫目３５２２番２地先

 三ケ尻字八貫目３５１８番４地先

 三ケ尻字新山３８１１番地先

 三ケ尻字八貫目３４９５番１地先

 三ケ尻字八貫目３５２１番地先

 三ケ尻字森３４９４番３地先

 三ケ尻字出口３２９７番３地先

 三ケ尻字出口３３４１番１地先
９ 市道 ４１１４５号線 2.3～10.7 392.2

７ 市道 ４１１４３号線 2.3～9.0 455.6

８ 市道 ４１１４４号線 3.5～8.2 111.4

２ 市道 ４１１３８号線 1.8～2.0 67.2

３ 市道 ４１１３９号線 2.8～5.1

路 線 名

１ 市道 ４１１３７号線 1.8～2.0 61.3

６ 市道 ４１１４２号線 3.0～3.6 54.7

220.1

５ 市道 ４１１４１号線 3.0～6.2 394.3

４ 市道 ４１１４０号線 3.0～5.1 74.7
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４ 市道 40198 号線 秩父鉄道の踏切が閉鎖されたため

５ 市道 40200 号線 秩父鉄道の踏切が閉鎖されたため

２ 市道 40194 号線 秩父鉄道の踏切が閉鎖されたため

３ 市道 40197 号線 秩父鉄道の踏切が閉鎖されたため

議案第 ２９

廃止路線調書・位置図

整理

番号
路　　線　　名 廃 止 理 由

１ 市道 40193 号線 秩父鉄道の踏切が閉鎖されたため
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４

3

２

1 

5

縮尺 １：５，０００

起点

終点

凡　例

N
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整理 起 点 幅  員 延  長

番号 終 点 （ｍ） （ｍ）

 三ケ尻字八貫目３６１９番１地先

 三ケ尻字八貫目３６２２番１地先

 三ケ尻字八貫目３６５１番地先

 三ケ尻字八貫目３６１０番地先

 三ケ尻字八貫目３５２２番２地先

 三ケ尻字大塚３７６８番地先

 三ケ尻字新山３８１１番地先

 三ケ尻字八貫目３５９５番４地先

 三ケ尻字八貫目３５２１番地先

 三ケ尻字出口３２９７番１地先

路 線 名

１ 市道 ４０１９３号線 1.8～2.0 141.7

２ 市道 ４０１９４号線 2.2～5.1 303.3

３ 市道 ４０１９７号線 3.0～6.2 465.9

４ 市道 ４０１９８号線 2.3～9.0 479.0

５ 市道 ４０２００号線 2.1～10.7 547.1
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（出来高率） 0%

＝

当初契約代金額との差額 円の増

議案第３０号の参考資料　事業契約の締結についての変更について（（仮称）道の駅「くまがや」整備事業（その１））

変 更 契 約 代 金 額 算 出 表

＋ －

変 更 事 業 費

税込

3,177,429,790

0

増 加 額

494,330,664

増 加 額

税込

494,330,664

当 初 事 業 費

税込

2,683,099,126

478,303,302

3,161,402,428変 更 契 約 代 金 額

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 負 担 額

16,027,362

＝× 15 / 1000
Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 負 担 額

16,027,362

当 初 契 約 代 金 額

2,683,099,126

1,068,490,846
− 出 来 高 金 額変 動 前 対 象 事 業 費
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（出来高率） 0%

＝

当初契約代金額との差額 円の増

当 初 契 約 代 金 額

1,982,312,605

1,780,509,153
− 出 来 高 金 額変 動 前 対 象 事 業 費

＝× 15 / 1000
Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 負 担 額

26,707,637

1,042,747,526

3,025,060,131変 更 契 約 代 金 額

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 者 負 担 額

26,707,637

議案第３１号の参考資料　事業契約の締結についての変更について（（仮称）道の駅「くまがや」整備事業（その２））

変 更 契 約 代 金 額 算 出 表

＋ －

変 更 事 業 費

税込

3,051,767,768

0

増 加 額

1,069,455,163

増 加 額

税込

1,069,455,163

当 初 事 業 費

税込

1,982,312,605
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